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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
都
道
府
県
等
の
休
業
要
請
で
休
業
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
休
業
補
償
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
都
道
府
県
等
の
休
業
要
請
で
休
業
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
休
業
補
償

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
の
た
め
の
小
学
校
等
の
臨
時
休
業
に
関
連
し
た
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

Ｑ
＆
Ａ
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
三
月
三
日
付
け
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
事
務
連
絡
）

に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
支
援
又
は
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
通
所
支
援
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
行
う
複
数
の
事
業
所
を
、
一
人
の
利
用
者
が
や
む
を
得
ず
一
日
に
利
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

事
業
所
間
で
調
整
し
、
い
ず
れ
か
の
事
業
所
に
お
い
て
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
報
酬
を
算
定
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
一
般
論
と
し
て
は
、
事
業
所
間
の
協

議
に
よ
り
い
ず
れ
か
の
事
業
所
に
支
払
わ
れ
た
報
酬
を
案
分
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
。 

二
及
び
三
に
つ
い
て 
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放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
所
の
人

員
基
準
等
の
臨
時
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
（
第
二
報
）
」
（
令
和
二
年
二
月
二
十
日
付
け
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害

保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
都
道
府
県
等
か
ら
の
休
業
の
要
請
を
受
け
て
休
業

し
て
い
る
場
合
等
に
お
い
て
も
、
利
用
者
の
居
宅
等
に
お
い
て
健
康
管
理
や
相
談
支
援
等
の
で
き
る
限
り
の
支
援
の
提
供
を

行
っ
た
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合
に
は
、
通
常
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
と
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
し

て
、
当
該
休
業
等
し
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
報
酬
を
算
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
取
扱
い

と
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
緊
急
対
応
策 

―
第
二
弾
―
」
（
令
和
二
年
三
月
十
日

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
、
事
業
所
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
休
業
や
事

業
を
縮
小
し
た
場
合
の
資
金
繰
り
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
が
行
う
融
資
に
お
け
る
無
利
子
、
無
担
保
等

の
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
支
援
策
を
活
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
々
の
利
用
実
績
は
問
わ
ず
月
ご
と
等
に
一
定
額
が
支
払
わ
れ
る
保
育
所
及
び
法
第
六
条

の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
と
は
異
な
り
、
利
用
者
が
日
ご
と
に
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ



 

３ 

 

せ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
日
々
の
利
用
実
績
に
応
じ
た
日
払
方
式
に
よ
り
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
た
め
、
一
概
に

両
者
を
比
較
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
都
道
府
県
等
か
ら
の
休
業
の
要
請
を
受
け

て
休
業
し
て
い
る
場
合
等
に
お
け
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
報
酬
の
算
定
や
休
業
等
に
伴
う
影
響
に
対
す
る
支
援

に
つ
い
て
は
、
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
行
う
事
業
所
の
安
定

的
な
事
業
継
続
を
支
援
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


